
（2） 県として取り組むべき課題について  

県が取り組むべき課題として、「財政的支援が十分ではない」との回答が   

最も多く、「申請手続き」、「市町村との連携」、「制度の普及啓発活動」等の   
回答が続いている。  
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（3） 市として取り組むべき課題について  

6割以上の市町村が、市として取り組むべき課題について、「都道府県   
との連携」と答えており、「制度の普及啓発活動」、「市町村独自の財政的   
支援」等の回答が続いている。  
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都道府県に係る調査の結果について  4   

○ 都道府県においては、国が取り組むべき課題としては「財政的支   

援」や「会計事務処理」等を挙げている。  

○ 都道府県自ら取り組むべき課題としては、市町村と同様に「市町村   

との連携」を挙げている。  

（1） 国として取り組むべき課題について  

国が取り組むべき課題として、「財政的支援が十分でない」との回答が   

最も多く、「会計事務処理」、「申請手続き」、「制度の普及啓発活動」等の   
回答が続いている。  
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（2） 県として取り組むべき課題について  

県として取り組むべき課題については、「市町村との連携」との回答・が   

最も多く、「審査事務の円滑化」、「制度の普及啓発活動」等の回答が続い   

ている。  
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（3）認定が行われていない、あるいは認定・認定申請数が見込みよりも   

少ない理由について  

「財政的支援が手薄」との回答が最も多く、「認定を希望する施設がな   
い」、「認定基準に適合しない」等の回答が続いている。  
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勧傷連携推進鳶  

平成20年7月29日  
文部科学省・厚生労働省  

幼 保 連 携 推進 圭   

「艶定こども園の普及促進について」の公表について   

文部科学省及び厚生労働省では、本年5月に両省合同の「認定こども園制度の普及促  

進等に関する検討会」を設置し、認定こども園の普及促進策や運用改善策など総合的な  

支援方策を講じることを目的に検討を進めてきました。   
このたび、当該検討会における検討結果として、「認定こども園の普及促進について」  

を取りまとめましたので、お知らせいたします。  

1．検討会について  

【設置要綱・構成員】別添1をご参照ください。  

【開催実績】  

（第1回）平成20年5月16日  
（第2回）  5月30日  

（第3回）  7月28日   

2．内容について   

「認定こども園の普及促進について」本文については、別添2をご覧ください。  

【主な内容】  

（1）こども交付金制度の創設等  

（2）運用改善等  

（3）認定こども園の制度改革の検討  

（お問い合わせ）  

文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室   

【文部科学省初等中等教育局幼児教育課】  
進専門官：森 昭一郎  
園企画係：岩間 久美子  

6734－3136（直通）  
03－5253－4111（内線3136）   

【厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課】  

課  長  補  佐二伊藤 経人  

認定こども園指導係：乃村 久代・戎脇 伸晃  
電話：03－3595－2542（直通）  

03－5253－1111（内線7920）  

79   



認定こども園制度の普及促進等に関する検討会の設置について  

文部科学省初等中等教育局長・  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長決定   

1．趣旨  

認定こども圃については、平成18年10月の制度創設以来、認定件数を着実に伸ばし   

つつあるものの、制度が十分に活用されているとは言い難い。また、制度創設から1年が   

経過し、徐々に、地方公共団体や施設等現場における運用上の課題が明らかになってきて   

いる。   

このため、文部科学省と厚生労働省とが緊密な連携を取りながら、本制度の推進方策を   

早急に検討し、具体的な普及促進策や運用改善策など総合的な支援方策を講じることを目   

的として、両省合同の検討会を設置することとする。   

2．主な検討項目  

下記に掲げる検討項目を中心に、認定こども固に対する支援について本年夏頃を目途に   

検討を行うこととする。   

・地方公共団体、施設、利用者の認定こども園制度に対する理解が深まり、こども園  

の認定が促進され、また、認定こども園が利用者に選択されるような普及啓発策   

・地方公共団体、．施設など現場関係者が使いやすい制度となるような運用改善策   

・上記のほか、認定こども園制度の推進に資するような各種方策  など   

3．検討体制  

検討体制については、①両局長をトップとした「検討会」、②その検討会の下に両省の実  

務担当者レベルの「作業グループ」を設置する。「検討会」及び「作業グループ」の構成員   

は別紙に掲げる者とする。  

4．その他  

標記検討の庶務は、検討事項に関係する両省局課の協力を得ながら、文部科学省初等中  

等教育局幼児教育課と厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課が交代で処理する。  
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（別紙）  

「認定こども圃制度の普及促進等に関する検討会」構成員  

〔検討会〕  

文部科学省  

厚生労働省  

文部科学省  

文部科学省  

文部科学省  

文部科学省  

厚生労働省  

厚生労働省  

厚生労働省  

厚生労働省  

初等中等教育局長  

雇用均等・児童家庭局長  

大臣官房審議官（初等中等教育局担当）  

初等中等教育局初等中等教育企画課長  

初等中等教育局幼児教育課長  

初等中等教育局幼保連携推進室長  

大臣官房審議官（雇用均等・児童家庭担当）  

雇用均等・児童家庭局総務課長  

雇用均等・児童家庭局保育課長  

雇用均等・児童家庭局幼保連携推進室長  

〔作業グループ〕  

文部科学省  

文部科学省  

厚生労働省  

厚生労働省  

初等中等教育局幼児教育課長  

初等中等教育局幼保連携推進室長  

雇用均等・児童家庭局保育課長  

雇用均等・児童家庭局幼保連携推進室長  

文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室■室員  

※ このほか、検討事項の内容により、必要に応じて、当該検討事項に関係する   

両省所管課の参加を得ることとする。  
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平成20年7月29日  

認定こども国の普及促進について  

認定こども園制度の普及促進等に関する検討会   

（文部科学省初等中等教育局、厚生労働省雇用均等・児童家庭局）   

認定こども園は、幼稚園と保育所の制度の枠組みを超えて、小学校就学前の子ど  

もに対し幼児教育・保育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援の  

取り組みを充実させる新たな選択肢として導入された制度である。   

平成18年10月の制度創設から1年が過ぎたことから、制度が保護者や地域の  

ニーズに応えているかどうかを検証するため、施設を利用している保護者や施設、  

地方公共団体に対し実態調査を行った。その結果、保護者の8割近く、施設の9割  

以上が認定こども園を評価するなど、制度への期待が大きい一方、施設や地方公共  

団体からは、省庁間や自治体間の連携充実、財政支援、会計処理・申請手続きの改  

善、制度の普及啓発などについて今後の改善課題として求める声が大きかった。   

平成19年4月現在で94件、20年4月現在で229件と、認定こども園の認  

定件数は増えつつあるが、制度が十分に活用されているとは言い難い。保護者や地  

域の多様なニーズに応えることが可能であり、また国民からの期待も大きい認定こ  

ども園制度の一層の普及促進を図るべく、以下の施策を展開していく。  

1．こども交付金制度の創設等  

O 「新待機児童ゼロ作戦」の集中重点期間（平成20～22年度）の緊急整   

備のための資金等からなる「こども交付金」を創設し、国・地方による幼稚   

園・保育所の枠組みを超えた総合的な財政支援を検討する。  

○ 国・都道府県・市町村を通じた交付金の申請・執行の一本化を推進する。  
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2．運用改善等  

（1）会計処理の改善   

○ 負担金と補助金間の年度内資金貸借の弾力化   

○ こども交付金により、幼保の枠組みを超えた統合的な補助の仕組みを整備  

し、経理処理も含めた補助手続きを改善   

○ 会計処理弾力化へ向けた専門家も交えた具体的検討の実施   

（2）制度の普及雷発等   

○ 認定こども園パンフレットや好事例集の作成   

○ 認定こども園制度のq＆Aの改訂・充実及びHp掲載（アンケートの結果、  

制度上可能であるのに不可能と誤認されているケースへの対応等）   

○ 全国の認定こども園との継続的な意見交換及び情報交換や、地方への認定  

こども園制度の説明等の実施   

（3）旺定申請手続等の簡薫化   

○ 認定に係る申請手続等に関する事務マニュアル作成   

（4）監査事務の簡素化   

○ 一定の条件を満たした場合の監査の簡素化についての具体的検討の実施   

○ 監査事務に関するガイドラインの作成   

（5）その他   

○ 幼保連携型の保育所定員と単価の適用区分に関して、認定こども園である  

ことが不利にならないような取扱いについて検討   

○ 認定こども園を構成する認可外保育施設の児童に対する災害共済給付適用  

について、認定こども園の制度改善・制度改正とあわせて検討   

○ 国庫補助により整備された施設の認定こども園への転用（財産処分）手続  

きの簡素化   

○ 幼稚園教員免許資格、保育士資格のさらなる併有促進へ向けた具体的方策  

について、幼稚園教員、保育士資格の双方において検討  

3．認定こども園の制度改革の検討  

○ 認定こども固の制度改革に向けた検討については、地方公共団体、利用者等   

の関係者の意見を踏まえ、平成20年度中に結論を得ることとする。  
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平成20年6月23日  
文 部 科 学 省  

厚 生 労 働 省  

放課後子どもプラン実施状況調査について   

「放課後子どもプラン」について、今後のより効果的な事業実施に資す  
るため、平成19年12月1日現在の取組状況や実施に当たっての課題等の把握  

について文部科学省と厚生労働省が合同調査を実施しました。   
今般、その調査結果を取りまとめましたので公表いたします。  

1．調査対象   

都道府県・市区町村   

2．調査基準日  

平成19年12月1日   

3．調査項目   

O「放課後子どもプラン推進事業」の事務手続上の課題について   
O「放課後子どもプラン」の実施上の課題について  
○ 未実施小学校区の状況について（市区町村のみ）   

O「放課後子どもプラン」事業計画の策定状況について（市区町村のみ）   

○ 各小学校区毎の「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」‾の  

実施場所別箇所数について  

（お問い合わせ）  

文部科学省・厚生労働省放課後子どもプラン連携推進室  
【文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課】  

専  門  官：竹田 和彦  
生涯学習推進係長：丹野 史教  
電話：03－6734－3260（直通）、03－5253－4111（代表）（内線3261）  

【厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課】  

課 長 補 佐：高橋 洋一  
健全育成係長：佐々木 あやの  
電話：03－3595－2505（直通）、03－5253－1111（内線7909）  
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放課後子どもプランの実施状況について  

【調査概要】  

O「放課後子どもプラン」の実施状況や実施に当たっての課題等について把握するため、文部科学省と厚生労働省が合   

同で都道府県（47）、指定都市・中核市（52）、市区町村（1，767）に調査を実施。［平成19年12月1日現在］  

主な結果は以下のとおり。  

※「3．未実施小学校区の状況」及び「4．事業計画の策定状況」については、指定都市・中核市、市区町村のみが回答  

※「4．事業計画の策定状況」の有無の問いを除き、複数回答可。  

1．「放課後子どもプラン」の事務手続き上の課題についでr  

◆「放課後子どもプラン」の実施に当たっての事務手続き上の課題については、「特になし」と回答した自治体が56％、「国の補助   

金が別であるため庁内の調整・手続が煩雑」が16％、「交付申請書の様式記入や変更申請等の手続が煩雑」が10％となって  

56  

（件  

・86 

いる。   

1．特になし  

2．国の補助金が別であるため庁内の調整・  

手続が煩雑  

3．交付申請書の様式記入や変更申請等の  

手続が煩雑  

4．支出・精算事務が両事業別々のため事務  

が繁雑  

5．その他  

0  200  400  （；00  800  1，000  1，200  

◆ なお、「その他」の主な内容は、「現段階では課題が無い又は分からない」（45件）、「事業所管課が違うため、事務手続や調整  

が煩雑」（30件）、「両事業の調整が煩雑」（23件）などである。   



2．「放課後子どもプラン」成  

◆「放課後子どもプラン」の事業実施に当たっての課題については、「現行どおりで良い」が35％、「両事業の一本化が必要」が2  

7％、「両事業の補助要件の緩和が必要」が23％となっている。  

◆ なお、「両事業の一本化が必要」とした主な理由は、「事務の効率化が図れる（所管課間の連携が煩雑）」（97件）、「対象児童  

の年齢が同じため」（53件）、「両事業の調整が容易・事業を効率的に実施できる」（49件）などである。  

1．現行どおりで良い  

2．両事業の一本化が必要  

3，両事業の補助要件の緩和が必要  

4．その他  

O 100 200 300 400 500 600 700 800  

◆「両事業の補助要件の緩和が必要」の具体的な内容について、主なものは次のとおり。  

○放課後子ども教室■・イ補助額の増額が必要」（53件）、「開設日数や開設時間要件の緩和」（41件）、「補助対象経費  

や補助対象の拡大」（31件）  

○ 放課後児童クラブ…「開設日数や開設時間要件の緩和」（111件）、「小規模クラブヘの補助」（44件）、「大規模クラ  

ブヘの補助の継続」（26件）  

◆ また、「その他」の主な内容は、「人材や実施場所の確保が困難」（82件）、「両事業の連携・調整が困難」（71件）、「両事業を  

一本化する必要はない」（54件）などである。   



3．未実施小学校区の状況について  

（1）放課後子ども教室を実施していない理由  
◆ 放課後子ども教室を実施していない小学校区における未実施の理由については、「指導員等の人材確保が困難」が64％、   

「実施場所の確保が困難」が47％、「予算の確保が困難」が41％となっている。  

1．指導員等の人材確保が困難  

2．実施場所の確保が困難  

3．予算の確保が困難  

4．文科省の補助金が継続されるか不安  

5．次年度以降の実施に向け検討中  

6．両事業の調整・理解に時間が必要  

7．ニーズがない  

8．地域・家庭で子どもを預かる施策が他にある  

9．地域の理解を得られていない  

10．補助金の受給の要件が高い  

11．補助金受給の要件に対応する時間がなかった  

12．その他  
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◆ なお、「その他」の主な内容は、「類似事業が市町村独自で行っているため」（60件）、「検討中tニーズの把握が必要」（30件）、  

「ニーズが少ない」（23件）などである。   



（2）放課後児童クラブを実施していない理由  

◆ 放課後児童クラブを実施していない小学校区における未実施の理由については、「ニーズが無い」が37％、「実施場所の確保   

が困難」が36％、「指導員等の人材確保が困難」が33％となっている。  

14  

181（230件）  

1．ニーズがない  

2．実施場所の確保が困難  

3．指導員等の人材確保が困難  

4．予算の確保が国難  

5．次年度以降の実施に向け検討中  

6．補助金の受給の要件が高い  

7．地域・家庭で子どもを見守るt預かる施策が他にある   

乱両事業の調整・理解に時間が必要  

9．地域の理解を得られていない  

10．その他  
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◆ なお、「その他」の主な内容は、「1クラブで複数の小学校区を受け持っている」（56件）、「児童数が少ない」（46件）、「代替施  

設・事業がある」（32件）などである。   






